
　県では、令和6年4月1日より「愛知県ファミリーシップ
宣誓制度」を実施しています。本町においても県の制度を
活用し、本町の行政サービスを提供します。
　この制度活用により、「人権が尊重され、一人ひとりの
個性や多様な価値観を認め合える社会の実現」を目指し
て取り組みを進めていきます。

　様々な事情により婚姻することができない、互いを人生のパートナーとして認め合う二人およびその子を始
めとした近親者等が、家族と約した関係であることを宣誓し、県がその宣誓を受理したことを証明する制度です。
婚姻制度とは異なり、愛知県が要綱に基づき独自に実施するもので法的な権利の発生や義務の付与を伴うも
のではありません。
　「愛知県ファミリーシップ宣誓制度」の詳細については、下記県ホームページを確認いただくか、お問合せ先ま
でご連絡ください。 ※本町では宣誓の受け付けはできません。ご注意ください。

■「愛知県ファミリーシップ宣誓制度」について
　　愛知県県民文化局人権推進課人権相談グループ
　　　電話：052-954-6749（ダイヤルイン）
　　　FAX：052-973-3582    
　　　メール：jinken@pref.aichi.lg.jp

愛知県ファミリーシップ
宣誓制度

愛知県ファミリーシップ
宣誓制度

愛知県ファミリーシップ宣誓制度とは？

　本町では「愛知県ファミリーシップ宣誓制度」を活用し、本制度利用者に対して婚姻者及び事実婚者と同様
に、本町行政サービスを下記のとおり提供しています。

愛知県ファミリーシップ宣誓制度により本町で利用可能となる行政サービス

住民票への記載事項
　県ファミリーシップの宣誓をさ
れた方を親族として取り扱うこ
ととし、申し出により住民票の
続柄欄を「縁故者」へ変更するこ
とができます。

税務証明等の交付、閲覧
　県ファミリーシップの宣誓をさ
れた方が、本人の代理として税務
証明等を請求することができます。
※交付請求に来られた方の本人
確認が必要です

町営住宅への入居
　県ファミリーシップの宣誓をさ
れた方を、契約者の親族として取
り扱うこととし、町営住宅への入
居（同居）申込が可能となります。

■県制度により利用可能な町行政サービスについて
　　地域戦略課　内線 232

問合せ

県ホームページ 町ホームページ

　町内にある１８の自治組織（区）では、地域の特性を活
かし「区」を中心とする自主防災組織の充実を図りつつ、
地域のコミュニティの形成を高め、安全な地域づくりのた
め、皆さんに「区」への加入をお願いしています。「区」の主
な活動は、次の５つです。

自治会組織（区）
加入のお願い

■交流行事開催（盆踊り・運動会など）
　行事を通して区民同士が交流し、顔の見える関係づくりをすることで、災害時の円滑な助け合いにつながります。

加入について…

■住情報提供（町広報・回覧板）
　町から情報が伝達されるだけでなく、地域の危険箇所や改善事項を区を通して要望できます。
■防犯・防災（地域の安心・安全）
　区民の皆さんによる防犯パトロールや子どもの登下校時の見守りで地域の安心を守り、防災訓練の実施で
災害時等、いざという時に備えます。
■清掃活動（環境美化）
　ごみ集積所の清掃、道普請（草刈）、ごみ拾いなど定期的に行うことで環境美化に努めています。
■資源回収（リサイクル活動）
　定期的に分別収集を行うことで、資源のリサイクル化を進め、循環型社会の実現に貢献しています。

●問合せ　地域戦略課　内線 232

　区に加入する場合は、直接、各地区の区長さんまでお問合せください。
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